
２

反
対
討
論
（
市
民
と
市
政
を
つ
な
ぐ
会
）

賛
成
討
論
（
自
民
ク
ラ
ブ
）

　

平
成
26
年
度
八
潮
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
６
号
）
に
つ
い
て
討
論

の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

こ
の
補
正
予
算
に
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
導
入
に
必
要
と
な
る
全
国

２
ヶ
所
に
設
置
さ
れ
る
中
間
サ
ー
バ

ー
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
利
用
に
係

る
国
庫
補
助
金
、
八
潮
市
の
負
担
金

98
万
１
千
円
が
含
ま
れ
て
い
る
。
負

担
金
は
、
人
口
規
模
に
よ
り
決
定
さ

れ
る
と
説
明
が
あ
っ
た
が
、
一
番
多

い
10
万
人
以
下
に
は
９
６
６
の
自
治

体
が
含
ま
れ
て
い
て
、
１
万
１
人
で

も
10
万
人
で
も
同
額
と
い
う
大
雑
把

な
決
め
方
に
な
っ
て
い
る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
と
は
、
国
民

一
人
ひ
と
り
に
12
桁
の
番
号
を
割
り

当
て
、
氏
名
や
住
所
、
生
年
月
日
、

所
得
、
税
金
、
年
金
な
ど
の
個
人
情

報
を
、
そ
の
番
号
で
一
元
管
理
す
る

「
共
通
番
号
制
度
」
で
、
希
望
者
は
、

番
号
と
顔
写
真
な
ど
が
記
載
さ
れ
た

個
人
番
号
カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
分
野
は
、
当

面
は
、
税
と
社
会
保
障
、
災
害
対
策

の
３
分
野
に
限
定
し
て
い
る
が
、
来

年
10
月
の
法
施
行
後
３
年
を
め
ど
に
、

「
個
人
番
号
の
利
用
範
囲
の
拡
大
」
が

検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

国
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
失

敗
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
設

計
過
程
で
は
、
多
機
能
利
用
を
想
定

し
て
い
る
。

　

自
治
体
の
場
合
は
、
条
例
で
独
自

利
用
は
可
能
だ
が
、
独
自
利
用
は
自

治
体
が
自
前
で
行
う
た
め
、
財
政
難

に
あ
え
ぐ
自
治
体
が
、
ど
こ
ま
で
利

用
を
拡
大
す
る
か
は
か
な
り
疑
問
だ
。

３
分
野
以
外
の
民
間
で
の
利
用
や
行

政
機
関
の
場
合
は
、
利
用
分
野
を
定

め
た
「
別
表
第
一
」
の
法
改
正
が
前

提
だ
が
、
既
に
拡
大
に
つ
い
て
の
検

討
は
始
ま
っ
て
い
る
。

　

今
年
11
月
、
日
本
医
師
会
、
日
本

歯
科
医
師
会
、日
本
薬
剤
師
会
は
、「
医

療
等
Ｉ
Ｄ
に
係
る
法
制
度
整
備
等
に

関
す
る
三
師
会
声
明
」
を
発
表
。
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
と
は
異
な
る
医
療
Ｉ
Ｄ

の
必
要
性
と
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
へ
の
健
康
保
険
証
の
機
能
の
取
り

込
み
に
反
対
し
た
。

　
「
機
微
な
医
療
情
報
を
管
理
す
る
番

号
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
個
人
番

号
の
よ
う
に
一
人
ひ
と
り
に
唯
一
無

二
の
番
号
で
あ
れ
ば
、「
過
去
か
ら
現

在
治
療
中
の
病
気
、
死
後
に
い
た
る

ま
で
紐
付
け
で
き
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
と
し
て
漏

え
い
し
た
場
合
は
取
り
返
し
が
つ
か

な
い
」
と
い
う
理
由
か
ら
だ
。

　

内
閣
府
の
世
論
調
査
で
も
「
個
人

情
報
の
漏
え
い
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
の
侵
害
」
や
「
個
人
情
報
の
不
正

利
用
に
よ
る
被
害
」
に
対
す
る
国
民

の
不
安
が
７
割
以
上
と
い
う
結
果
で
、

日
弁
連
で
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は

「
憲
法
第
13
条
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
が

危
機
に
瀕
す
る
」
と
反
対
し
て
い
る
。

し
か
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入

に
は
「
シ
ス
テ
ム
構
築
費
初
期
費
用

２
７
０
０
億
円
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス

ト
年
３
０
０
億
円
」
と
い
う
。
１
枚

の
カ
ー
ド
に
大
量
の
個
人
情
報
を
集

積
す
る
情
報
管
理
の
リ
ス
ク
か
ら
も
、

費
用
対
効
果
か
ら
も
疑
問
が
あ
る
。

　

よ
っ
て
制
度
そ
の
も
の
に
反
対
す

る
た
め
、
関
連
費
用
を
含
む
本
補
正

予
算
に
反
対
す
る
。

　

議
案
第
１
０
０
号
平
成
26
年
度
八

潮
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

に
つ
い
て
、
賛
成
の
立
場
か
ら
討
論

い
た
し
ま
す
。

　

今
回
の
補
正
予
算
を
見
ま
す
と
、

主
な
も
の
と
し
て
、
歳
入
で
は
、
障

が
い
児
通
所
給
付
費
の
増
加
見
込
み

に
伴
う
国
庫
・
県
支
出
金
の
増
額
や

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
シ
ス
テ
ム

整
備
に
伴
う
国
庫
支
出
金
の
増
額
な

ど
、
収
入
の
見
込
み
等
を
的
確
に
捉

え
る
と
と
も
に
、
時
宜
を
得
た
適
切

な
予
算
措
置
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ま
す
。

　

一
方
、
歳
出
に
つ
い
て
で
す
が
、

総
務
費
で
は
、
社
会
保
障
・
税
番
号

制
度
に
係
る
中
間
サ
ー
バ
ー
・
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
負
担
金
が
予
算
化
さ

れ
て
お
り
、
制
度
導
入
の
際
に
は
、

高
い
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
や
安
定
し

た
シ
ス
テ
ム
運
用
が
図
ら
れ
る
も
の

と
考
え
ま
す
。

　

民
生
費
で
は
、
生
活
保
護
費
の
増

額
や
、
緊
急
シ
ス
テ
ム
見
守
り
キ
ー

ホ
ル
ダ
ー
作
成
に
係
る
経
費
が
予
算

化
さ
れ
る
な
ど
、
市
民
生
活
の
安
全
・

安
心
に
つ
な
が
る
経
費
に
つ
い
て
適

切
に
予
算
措
置
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

に
対
す
る
繰
出
金
の
増
加
に
よ
り
、

国
民
健
康
保
険
の
適
切
な
運
営
が
図

ら
れ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

衛
生
費
で
は
、
骨
髄
移
植
ド
ナ
ー

助
成
金
が
予
算
化
さ
れ
る
な
ど
、
骨

髄
な
ど
の
提
供
者
が
ド
ナ
ー
登
録
を

し
や
す
い
環
境
が
整
備
さ
れ
、
ド
ナ

ー
登
録
の
推
進
が
図
ら
れ
る
も
の
と

考
え
ま
す
。

平成２7年（２０１5年）2月

討
　
論

　

土
木
費
で
は
、
公
園
遊
具
等
に
係

る
修
繕
料
の
増
額
な
ど
、
市
民
要
望

に
配
慮
し
、
速
や
か
で
適
切
な
対
応

が
出
来
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

教
育
費
で
は
、
小
・
中
学
校
の
学

級
数
の
増
加
見
込
み
に
伴
う
消
耗
品

費
や
校
用
器
具
費
の
増
額
な
ど
、
教

育
環
境
等
の
整
備
に
つ
な
が
る
も
の

と
考
え
ま
す
。

　

そ
の
他
、
全
般
的
な
事
項
と
し
て
、

契
約
額
の
確
定
等
に
伴
う
減
額
の
予

算
措
置
が
適
切
に
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ま
す
。

　

以
上
、
今
回
の
補
正
予
算
の
内
容

に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
厳
し
い

財
政
状
況
が
続
く
中
、
財
源
の
有
効

活
用
を
図
り
、
市
民
生
活
に
密
着
し

た
緊
急
か
つ
重
要
な
行
政
課
題
に
対

し
、
市
民
の
市
政
に
対
す
る
期
待
や

要
望
に
出
来
る
限
り
応
え
よ
う
と
す

る
積
極
的
な
姿
勢
が
窺
え
、
高
く
評

価
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

よ
っ
て
、
こ
こ
に
議
案
第
１
０
０

号
平
成
26
年
度
八
潮
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
６
号
）
に
つ
い
て
、
賛

成
の
意
を
表
し
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。

　

子
育
て
支
援
は
、
国
や
各
自
治
体

の
取
り
組
み
に
よ
り
、
妊
娠
・
出
産
・

育
児
と
切
れ
目
の
な
い
支
援
策
が
講

じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
現
在
、
大

き
な
議
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
出
産

前
と
直
後
の
対
応
で
す
。
特
に
、
妊

娠
中
か
ら
の
切
れ
目
の
な
い
継
続
的

な
支
援
が
必
要
で
す
。

　

出
産
に
よ
り
女
性
の
心
身
に
は
大

き
な
負
担
が
生
じ
ま
す
。
特
に
出
産

直
後
か
ら
１
カ
月
間
は
、
身
体
的
な

負
荷
に
加
え
て
、
急
激
な
ホ
ル
モ
ン

バ
ラ
ン
ス
の
変
化
で
、
精
神
的
に
不

安
定
に
な
る
傾
向
が
強
く
、
十
分
な

休
養
と
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
で
す
。

　

近
年
、
晩
婚
・
晩
産
に
よ
り
女
性

の
出
産
年
齢
が
年
々
高
く
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
出
産
す
る
女
性
の
親
の

年
齢
も
高
齢
化
し
て
お
り
、
十
分
な

手
助
け
を
受
け
ら
れ
な
い
状
況
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
核
家
族
化
が
進
み
、

地
域
と
の
交
流
も
希
薄
化
し
て
い
る

中
で
、
不
安
を
抱
え
た
ま
ま
母
親
と

し
て
の
育
児
が
ス
タ
ー
ト
す
る
ケ
ー

ス
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

良
好
な
母
子
の
愛
着
形
成
を
促
進

す
る
う
え
で
、
出
産
直
後
の
１
カ
月

間
が
最
も
大
事
な
時
期
で
あ
り
、
更

に
は
産
後
早
期
の
親
子
関
係
が
虐
待

や
育
児
放
棄
の
予
防
・
早
期
発
見
な

ど
の
役
割
も
果
た
す
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
従
っ
て
、
出
産
直
後
の
母
親

へ
の
精
神
的
・
身
体
的
な
サ
ポ
ー
ト

は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。

　

国
は
平
成
26
年
度
の
予
算
に
、
こ

れ
ま
で
支
援
が
届
か
な
か
っ
た
出
産

後
の
女
性
の
心
身
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

「
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
モ
デ
ル
事
業
」

を
計
上
し
ま
し
た
。
少
子
化
対
策
を

進
め
る
に
あ
た
っ
て
「
産
後
ケ
ア
対

策
」
は
喫
緊
の
課
題
あ
り
、
早
急
に

確
立
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
よ
っ

て
以
下
の
項
目
の
実
現
を
強
く
求
め

る
も
の
で
す
。

記

１　
「
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
モ
デ
ル

事
業
」
を
着
実
に
実
施
す
る
こ
と
。

そ
の
上
で
、
本
事
業
の
成
果
を
速
や

か
に
検
証
し
、
全
国
の
自
治
体
で
円

滑
に
産
前
・
産
後
の
支
援
、
特
に
産

後
ケ
ア
を
提
供
で
き
る
体
制
を
構
築

す
る
こ
と

２　

モ
デ
ル
事
業
の
展
開
に
当
た
っ

て
は
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、
産

後
ケ
ア
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
な

い
よ
う
、
利
用
者
負
担
軽
減
策
を
同

時
に
実
施
す
る
こ
と

３　

単
な
る
家
事
支
援
で
は
な
く
、

出
産
後
の
母
子
の
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ

の
適
切
な
ケ
ア
が
提
供
で
き
る
よ
う
、

産
後
ケ
ア
を
担
う
人
材
育
成
を
目
的

と
し
た
研
修
を
行
う
こ
と

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

平
成
26
年
12
月
17
日

埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先　

内
閣
総
理
大
臣　

厚
生
労
働
大
臣

産
後
ケ
ア
体
制
の
支
援

強
化
を
求
め
る
意
見
書

意

見

書

　

定
例
会
最
終
日
に
、
次
の
意
見
書

の
ほ
か
、
『
「
女
性
が
輝
く
社
会
」

の
実
現
に
関
す
る
意
見
書
』
を
上
程

し
、
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
可
決
し
た
意
見
書
は
、
関

係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

用
語

討
論

　

討
論
と
は
、
表
決
に
お
け
る
賛

否
の
理
由
を
述
べ
る
こ
と
を
い
い

ま
す
。

　

討
論
に
は
、
１
つ
目
と
し
て
、

討
論
を
行
う
者
が
自
己
と
反
対
の

立
場
の
者
ま
た
は
態
度
保
留
者
を

自
分
に
同
調
さ
せ
る
。
２
つ
目
と

し
て
、
討
論
者
の
政
治
的
立
場
を

明
確
に
す
る
と
い
う
役
割
が
あ
り

ま
す
。


